
特定家畜伝染病
防疫指針

　日本における家畜防疫体制は、国と都道府県の
二段構え。国は都道府県・動物衛生研究所などと
連携して国内の家畜防疫に関する企画、調整、指
導を行い、家畜保健衛生所の整備支援、職員の講
習などを実施しています。一方で都道府県は、「家
畜保健衛生所」を設置し、防疫対策を実施するとと
もに、都道府県ごとに家畜畜産物衛生指導協会な
どの自衛防疫団体を組織し、予防接種などの生産
者の自主的な取り組みを支援・推進しています。

　家畜防疫のために定められた「家畜伝染病予防
法」では、家畜の感染性疾病の発生予防・まん延
防止を目的に、病気にかかる・かかっている疑いが
ある家畜を発見した獣医師は遅滞なくその家畜あ
るいは死体の所在地を、管轄する都道府県知事に
届け出なければならないと規定しています。また、
家畜伝染病のうち国指定の8疾病は特定家畜伝染
病に指定され、『特定家畜伝染病防疫指針』によっ
て発生予防・まん延防止を行っています。
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お肉の安全・安心

●お肉の衛生管理に向けた取り組みを学び、
　国産食肉の安全性についての理解を深めましょう。

　日本では安全なお肉を食卓にとどけるために、生産者が遵守しなければならない

「飼養衛生管理基準」をはじめとした規定のもとで、健康な家畜・家きんを育て、お肉

を生産し、流通・販売するまでの全工程を管理しています。

　私たちが安心してお肉を食べるために行われている取り組みについて学び、国産

食肉の安全性への理解を深めましょう。

3章のポイント

家畜・家きんの病気は
きちんと対策されているの？
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●牛疫　　●牛肺疫　　●口蹄疫
●牛海綿状脳症　　●豚熱
●アフリカ豚熱
●高病原性鳥インフルエンザ
●低病原性鳥インフルエンザ

「飼養衛生管理基準」に基づいた衛生的な飼養環境で家畜・家
きんを育てています。また、家畜保健衛生所の家畜防疫員（獣
医師）の指導のもとで伝染病への防疫体制を整えています。

生  産

獣医師免許を持つ「と畜検査員」「食鳥検査員」がとさつ前
後に3段階の検査（牛・豚・鶏の検査については14～15
ページを参照）を行って病気や異常の有無を確認し、安全が
確認されたお肉だけが出荷されます。

食肉加工

「食品衛生法」に基づき、保管方法や食肉処理業者（食肉卸）
や食肉販売業者（食肉店等）の施設などが管理され、お肉を
衛生的に流通・販売しています。

流通・販売

国内の農場は防疫体制を整え、

感染症にかかった家畜・家きんの早期発見、隔離、

消毒や媒介動物の駆除、

予防接種などを行っています。
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第3章

　特に発生予防・まん延防止のための
措置を講ずる必要がある家畜・家きんの
伝染性疾病「特定家畜伝染病」に対し
て、国、地方公共団体、関係機関等が連
携して取り組む発生・まん延防止等の措
置を講ずるための指針として「特定家畜
伝染病防疫指針」が設定されています。

特定家畜伝染病




